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■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

▼
対
象
と
な
る
方
…
①　

歳
以
上
の

７５

方
②　

歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳

６５

１
〜
３
級
及
び
４
級
の
一
部
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級
等

に
該
当
す
る
方
で
、
後
期
高
齢
者
医

療
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
※
②
の

障
害
認
定
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
す
で
に
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
不
要

▼
対
象
と
な
ら
な
い
方
…
①
生
活
保

護
等
を
受
給
②
日
本
国
籍
が
無
く
、

在
留
資
格
が
な
い
方
ま
た
は
在
留
期

間
が
１
年
未
満
の
方
③
外
国
人
登
録

を
受
け
て
い
な
い
方
な
ど

▼　

歳
に
な
る
方
…
誕
生
日
か
ら
後

７５
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
加
入
の
届
出
は
不
要
で

す
。
保
険
証
は
誕
生
日
前
日
ま
で
に

送
付
し
ま
す
。
社
会
保
険
等
に
加
入

し
て
い
る
方
は
、
喪
失
の
届
出
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
加
入
先
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る
と
き

…
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
際
に
は

保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
診
療
に

か
か
っ
た
医
療
費
の
１
割
ま
た
は
３

割
の
一
部
負
担
金
を
支
払
い
ま
す
。

一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
８
月
１
日

を
基
準
日
と
し
て
、
平
成　

年
度
住

２１

民
税
課
税
所
得
額
に
よ
り
判
定
し
ま

す
（
表
１
参
照
）
。

　

な
お
、
所
得
等
や
世
帯
構
成
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
、
負
担
割
合
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
３
割
負
担
の
方
は
申
請
で
負
担
割

合
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

…
平
成　

年
中
の
収
入
額
の
合
計
が
、

２０

表
２
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
し

て
い
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
翌
月

か
ら
負
担
割
合
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
収
入
額
の
分
か

る
書
類
を
持
参
し
（
平
成　

年
１
月

２１

１
日
現
在
、
市
内
在
住
の
方
で
税
の

申
告
を
さ
れ
た
方
は
不
要
）
申
請
し

て
く
だ
さ
い
※
収
入
額
と
は
必
要
経

費
な
ど
を
差
し
引
く
前
の
金
額
で
所

得
額
と
は
異
な
り
ま
す
。

　
　
（
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
）

■
日
野
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
運
営
審
議
会
（
公
開
）
開
催

　

１
月　

日　

午
後
２
時
か
ら
／
市

１３

（水）

役
所
５
階　

会
議
室
／
中
止
の
場
合

５０４

�
／
総
務
課
文
書
係

■
リ
サ
イ
ク
ル
情
報
（
１
月
）

　

①
手
作
り
せ
っ
け
ん
販
売
…　

日
１４

　

午
後
１
時　

分
〜
２
時　

分
／
日

（木）

１０

１０

野
第
一
生
活
学
校
（
�　

・
０
２
６

５８１

５
）
②
資
源
回
収
…　

日　

・　

日

１４

（木）

２８

　

午
後
１
時
〜
３
時
／
市
民
自
治
学

（木）園
Ｏ
Ｂ
会
（
�　

・
１
２
５
８
）

５９２

　

い
ず
れ
も
、
会
場
は
生
活
・
保
健

セ
ン
タ
ー
前
庭

■
教
育
委
員
会
平
成　

年
度
第　

回

２１

１０

定
例
会

　

１
月　

日　

午
後
２
時
か
ら
※
傍

１４

（木）

聴
希
望
の
方
は
開
催　

分
前
ま
で
に

２０

教
育
部
庶
務
課
へ
。
申
込
多
数
の
場

合
は
抽
選
／
教
育
部
庶
務
課

■
都
市
農
業
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〜
日
野

産
大
根
を
１
本　

円
で
買
い
ま
せ
ん

２００

か
？

　

１
月　

日　

午
後
１
時　

分
〜
４

２３

（土）

３０

時
／
市
民
会
館
小
ホ
ー
ル
※
直
接
会

場
へ
。
先
着　

人
に
日
野
産
野
菜
を

１００

プ
レ
ゼ
ン
ト
／
基
調
講
演
・
日
本
の

「
食
」
は
安
す
ぎ
る
…
山
本
謙
治
氏

（
農
産
物
流
通
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）、

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
…
パ
ネ

リ
ス
ト
・
岸
野
隆
史
氏
（
市
内
農
業

者
）
�
／
産
業
振
興
課

■
用
途
地
域
等
の
変
更
、
地
区
計
画

の
決
定
（　

月　

日
告
示
）

１１

２７

　

位
置
及
び
区
域
…
日
野
台
二
丁
目

地
内
及
び
大
字
川
辺
堀
之
内
、
大
字

上
田
及
び
大
字
宮
各
地
内
／
内
容
…

用
途
地
域
、
建
ぺ
い
率
、
容
積
率
、

高
度
地
区
、
防
火
・
準
防
火
地
域
の

変
更
、
日
野
台
二
丁
目
地
区
地
区
計

画
及
び
日
野
バ
イ
パ
ス
沿
道
地
区
地

区
計
画
の
決
定
／
都
市
計
画
課

■
工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

　

工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
製
造
業
を
営
む
事
業

り�
あ�

か�
ほ�

所
を
対
象
に
、
工
業
統
計
調
査
を
実

施
し
ま
す
。
調
査
結
果
は
、
国
や
地

方
公
共
団
体
の
産
業
振
興
政
策
や
行

政
上
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ

ま
す
。
今
月
中
旬
か
ら
調
査
員
証
を

携
帯
し
て
い
る
統
計
調
査
員
が
伺
い

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
総
務
課
統
計
担
当
）

■
選
挙
管
理
委
員
が
就
退
任

　

日
野
市
選
挙
管
理
委
員
が
次
の
と

お
り
就
退
任
さ
れ
ま
し
た（
敬
称
略
）。

　

三
沢
武
治
委
員
…　

月　

日
付
辞

１１

３０

職
、
櫻
庭
幸
夫
委
員
…　

月
１
日
就

１２

任
　
　
　
　
　
　
（
選
挙
管
理
委
員
会
）

■
市
長
の
動
き
（　

月
前
半
）

１２

﹇
１
日
﹈市
議
会
定
例
会
本
会
議（
行

政
報
告
、
議
案
上
程
、
請
願
上
程
）

﹇
３
・
４
日
﹈
市
議
会
定
例
会
本
会

議（
一
般
質
問
）﹇
５
日
﹈
第
４
回
た

き
び
祭
開
会
式
、
小
・
中
学
生
プ
レ

ゼ
ン
大
会
﹇
７
・
８
日
﹈
市
議
会
定

例
会
本
会
議
（
一
般
質
問
）﹇
９
日
﹈

市
議
会
定
例
会
本
会
議（
一
般
質
問
、

議
案
上
程
、
請
願
上
程
）
﹇　

日
﹈

１３

ク
リ
ス
マ
ス
フ
ァ
ミ
リ
ー
映
画
祭

　
　
　
　
　
（
市
長
公
室
秘
書
担
当
）

告
知
板

告 
知 
板

後
期
高
齢
者

後
期
高
齢
者

（
長
寿
）医
療
制
度

（
長
寿
）医
療
制
度

報

告

報　

告

■
明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
作
品

展

表１　一部負担金の割合判定基準
　　　（平成２１年８月１日から）

一部負担金
の割合

平成２１年度
住民税課税所得額
（課税標準額）

区分

１割１４５万円未満の後期高齢者
医療被保険者一般

３割
１４５万円以上の後期高齢者
医療被保険者また同じ世帯
の後期高齢者医療被保険者

現役並み
所得者

※住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額等から住
民税の所得控除を差し引いた額です。

表２　収入額による一部負担金の割合判定基
準（平成２１年８月１日から）

申請した場合
の一部負担金
の割合

平成２０年中の
収入額の合計世帯区分

１割

３８３万円未満
同一世帯に後期高齢
者医療被保険者の方
が１人のみ

合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢
者医療被保険者の方
が２人以上

同一世帯に後期高齢
者医療被保険者の方
が１人で７０～７４歳の
方がいる場合

▲日野市最優秀賞
　吉本麗音さん（七生中）

１
月
７
日　

〜　

日　

午
前
８
時

（木）

１５

（金）

　

分
〜
午
後
５
時　

分
／
市
役
所
１

３０

１５

階
市
民
ホ
ー
ル
／
市
内
小
・
中
学
生

の
入
選
作
品　

点
を
展
示
／
選
挙
管

３２

　

百
草
地
区
に
は
、
四
季
折
々
の

表
情
を
見
せ
る
雑
木
林
が
広
が
り
、

豊
か
な
自
然
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

る
里
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
貴
重
な
里
山
は
、
市
民
と
行
政

と
の
協
働
に
よ
り
残
さ
れ
、
保
全

活
動
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
貴
重
な
里
山
の
保
全
を

市
民
自
ら
の
力
で
進
め
る
た
め
に

「
ひ
の
緑
の
ト
ラ
ス
ト
」
を
設
立
し

ま
し
た
（
主
な
構
成
団
体
…
倉
沢
里

山
を
愛
す
る
会
、
真
堂
が
谷
戸
蛍
の

会
、
日
野
市
環
境
市
民
会
議
、
日
野

市
消
費
者
運
動
連
絡
会
、
日
野
の
自

然
を
守
る
会
、
百
草
山
の
自
然
と
文

化
財
を
愛
す
る
会
）
。

　

今
後
、
募
金
活
動
を
始
め
、
市
と

連
携
し
、
主
に
百
草
地
区
の
貴
重
な

緑
地
を
保
全
す
る
活
動
を
行
い
ま

す
。
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

■
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
口

座
振
替
で
納
付
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

登
記
変
更
に
よ
り
１
月
１
日
現
在

の
所
有
者
を
変
更
し
た
場
合
や
複
数

の
方
が
所
有
し
て
い
る
不
動
産
の
持

ち
分
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
改

め
て
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

通
帳
、
印
鑑
、
納
税
通
知
書
を
持

参
し
、
市
内
金
融
機
関
窓
口
で
申
し

込
み
を
。　
　
　
　
　
　
（
納
税
課
）

■
延
滞
金
と
還
付
加
算
金
の
割
合
が

決
定

　

市
・
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
、
固
定
資
産
税
（
償
却
資

産
）
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

険
税
の
延
滞
金
と
還
付
加
算
金
の
割

合
が
１
月
１
日
か
ら
次
の
と
お
り
決

ま
り
ま
し
た
。

　

延
滞
金
割
合
…
納
期
限
後
１
カ
月

ま
で
の
期
間
４
・
３
㌫
、
納
期
限
後

１
カ
月
を
超
え
る
期
間　

・
６
㌫
、

１４

還
付
加
算
金
割
合
４
・
３
㌫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
納
税
課
）

税

金

税　

金

■
国
民
健
康
保
険
特
定
健
診

　

今
年
度
の
特
定
健
診
は
１
月
下
旬

ま
で
で
す
。
国
民
健
康
保
険
以
外
の

方
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
保
険
年
金
課
給
付
係
）

■
年
金
天
引
き
を
口
座
振
替
払
い
に

変
更
出
来
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
国
民

健
康
保
険
税
を
年
金
天
引
き
さ
れ
て

い
る
方
は
、
口
座
振
替
払
い
に
変
更

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
平
成　

年
２２

４
月
分
の
年
金
天
引
き
を
口
座
振
替

国
保
・
年
金

国
保
・
年
金

払
い
に
す
る
場
合
は
、
１
月　

日　
２２

（金）

ま
で
に
届
け
出
を
。
届
出
用
紙
は
ご

連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
保
険
年
金
課
）

■
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
国
民

健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
保
険
料

・
保
険
税
を
支
払
っ
た
方
が
所
得
税

・
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
申
告
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

年
金
か
ら
天
引
き
の
保
険
料
・
保

険
税
に
つ
い
て
は
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
の
控
除
と
な
る
た
め
、
扶
養
者

の
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

扶
養
さ
れ
て
い
る
方
の
保
険
料
を
扶

養
者
の
口
座
か
ら
振
替
払
い
と
す
る

こ
と
で
適
用
出
来
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
保
険
年
金
課
）

■
国
民
年
金
（
免
除
制
度
ほ
か
）

　

学
生
の
納
付
特
例
制
度
…
学
校
法

人
な
ど
の
学
生
は
、
本
人
の
前
年
所

得
が　

万
円
以
下
の
場
合
、
保
険
料

１１８

納
付
を
猶
予
。
申
請
は
毎
年
度
必
要

／
申
請
免
除
制
度
…
本
人
、配
偶
者
、

世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
状

況
な
ど
に
応
じ
て
、
保
険
料
の
全
額

ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
る
場
合
�

／
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
…　

歳
未

３０

満
の
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
全

額
免
除
基
準
以
下
の
と
き
、
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
場
合
�
／
障
害

基
礎
年
金
…　

歳
に
な
る
前
に
初
診

２０

日
が
あ
る
病
気
や
け
が
が
原
因
で
障

害
の
あ
る
方
は
、
一
定
の
基
準
に
よ

り　

歳
か
ら
障
害
基
礎
年
金
が
受
け

２０
ら
れ
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

を
。　
　
　
（
保
険
年
金
課
年
金
係
）

■
国
民
年
金
保
険
料
前
納
制
度

　

口
座
振
替
で
６
カ
月
・
１
年
前
納

を
す
る
と
現
金
納
付
よ
り
割
り
引
き

に
な
り
ま
す
。
平
成　

年
度
の
保
険

２２

料
か
ら
前
納
制
度
を
ご
希
望
の
方
は
、

２
月
中
に
金
融
機
関
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
毎
月
納
付
を

翌
月
末
引
き
落
と
し
か
ら
当
月
末
引 り�

あ�

り�
あ�

理
委
員
会
事
務
局

き
落
と
し
に
変
更
す
る
と
、
１
カ
月

当
た
り　

円
の
割
り
引
き
に
な
り
ま

５０

す
。
（
立
川
年
金
事
務
所
�　

・
０

５２３

３
５
２
、
市
保
険
年
金
課
年
金
係
）

ま
す
。

（
日
野
市
環
境
情
報
セ
ン
タ
ー
�

　

・
１
１
６
４
）

５８１

▲百草地区の緑地


